
第６号様式 

随意契約について 

公表年月日 令和８年５月１日 

担 当 課 和名ケ谷クリーンセンター 

 

契約業者名・住所 松戸市公衆浴場組合・松戸市五香西１－１２－１２ 

工事等の名称 和名ケ谷スポーツセンター浴室管理業務委託 

工事等の場所 松戸市和名ケ谷１３６０番地 

種 別 「建物管理・清掃」：建物施設管理業務 

工事等期間 令和８年４月１日から令和９年３月３１日まで 

契約金額 １５，７８７，２００円 

工事等の概要 和名ケ谷スポーツセンター浴室に係る受付業務・設備点検業務・清掃業務等の委託 

随意契約の理由 本業務は、和名ケ谷スポーツセンター浴室における良好な環境保持と円滑な運営を図り、衛生的で安全な

環境を利用者へ提供するために実施しているものです。 

当該浴室の管理運営については、地元浴場業者から「民業の経営を圧迫しないこと」、「公衆浴場組合の育

成を図ること」の要望があり、これらを総合的に検討した結果、公衆浴場の管理運営を専門とし業績も良好

である松戸市公衆浴場組合を、開所以来継続して選定しているものです。 

上記理由により、令和８年度も同組合と契約を締結することが最適と思料されるため、地方自治法施行令

第１６７条の２第１項第２号（その性質又は目的が競争入札に適しないもの）及び松戸市財務規則第１３８

条第１項第１号（契約の目的又は性質により契約の相手方が特定されるとき）を適用し、松戸市公衆浴場組

合を選定するものです。 

なお、同組合は市内公衆浴場で組織される団体であり、公衆浴場の確保のための特別措置に関する法律第

１条に基づいて、公衆衛生の向上及び増進を目的に組織された組合であることを申し添えます。 




